
聖

籠

町

告

示

第

一

号

 

聖

籠

町

非

常

勤

職

員

取

扱

要

綱

等

の

一

部

を

改

正

す

る

告

示

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

五

年

一

月

四

日

 

聖

籠

町

長

 
 

 

渡

邊

 

廣

吉

 

聖

籠

町

非

常

勤

職

員

取

扱

要

綱

等

の

一

部

を

改

正

す

る

告

示

 

（

聖

籠

町

非

常

勤

職

員

取

扱

要

綱

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

聖

籠

町

非

常

勤

職

員

取

扱

要

綱

（

平

成

十

一

年

聖

籠

町

告

示

第

八

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

二

条

第

五

項

中

「

引

き

続

き

」

を

削

り

、

同

条

中

第

六

項

を

第

七

項

と

し

、

第

五

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

６

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

雇

用

す

る

期

間

の

末

日

は

、

当

該

職

員

が

満

六

十

歳

に

達

す

る

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

以

前

と

す

る

。

た

だ

し

、

代

替

職

員

が

確

保

で

き

な

い

等

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

場

合

は

、

満

六

十

五

歳

に

達

す

る

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

雇

用

予

定

期

間

を

更

新

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

聖

籠

町

嘱

託

員

設

置

要

綱

の

一

部

改

正

）

 

第

二

条

 

聖

籠

町

嘱

託

員

設

置

要

綱

（

平

成

十

一

年

聖

籠

町

告

示

第

七

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

四

条

第

二

項

た

だ

し

書

を

削

り

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

更

新

す

る

期

間

の

末

日

は

、

当

該

職

員

が

満

六

十

歳

に

達

す

る

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

以

前

と

す

る

。

た

だ

し

、

代

替

職

員

が

確

保

で

き

な

い

等

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

場

合

は

、

満

六

十

五

歳

に

達

す

る

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

雇

用

予

定

期

間

を

更

新

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

（

聖

籠

町

パ

ー

ト

・

タ

イ

ム

職

員

取

扱

要

綱

の

一

部

改

正

）

 



第

三

条

 

聖

籠

町

パ

ー

ト

・

タ

イ

ム

職

員

取

扱

要

綱

（

平

成

十

一

年

聖

籠

町

告

示

第

八

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

二

条

第

五

項

中

「

引

き

続

き

」

を

削

り

、

「

雇

用

通

知

」

の

次

に

「

書

」

を

加

え

、

「

採

用

す

る

こ

と

」

を

「

雇

用

す

る

」

に

改

め

、

同

条

中

第

六

項

を

第

七

項

と

し

、

第

五

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。
 

６

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

雇

用

す

る

期

間

の

末

日

は

、

当

該

職

員

が

満

六

十

歳

に

達

す

る

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

以

前

と

す

る

。

た

だ

し

、

代

替

職

員

が

確

保

で

き

な

い

等

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

場

合

は

、

満

六

十

五

歳

に

達

す

る

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

雇

用

予

定

期

間

を

更

新

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

 
 

附

 

則

 

 

こ

の

告

示

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


